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■開催にあたって■ 

 

近年、ASEAN（Association of South-East Asian Nations、東南アジア諸国連合）諸国が世界から改めて

注目を集めており、日本企業の ASEAN 諸国への進出も年々増えていますが、これと併行して模倣品の問

題も顕在化してきています。また、同地域での権利化も重要になってきており、日本企業の出願件数も増え

てきておりますが、各国特許庁の出願法制度・実務は必ずしも十分に整備されておらず、ASEAN 諸国の知

的財産法制度・実務状況は、必ずしも明確になっていないのが現状です。 

 本講演では、ASEAN 諸国における模倣対策、出願を専門とし、対応実績も多い両事務所が協働して、こ

れらの点を解説します。 

 

■プログラム■ 

 

１．概況 

   ・関連統計 

   ・模倣品流通状況 

２．ASEAN各国の模倣品被害概況 及び 模倣対策法制度概要 

（１）国別被害状況及び法制度概要 

  ・インドネシア共和国 

  ・タイ王国 

  ・ベトナム社会主義共和国 

  ・マレーシア 

  ・フィリピン共和国 

  ・シンガポール共和国 

  ・ミャンマー連邦共和国 

  ・ラオス人民民主共和国、カンボジア王国、ブルネイ・ダルサラーム国 

（２）中国から ASEAN 諸国への模倣品流通概況 

  ・模倣品流出ルート（展示会、インターネット） 

  ・効果的な対策（展示会対策、中国税関差止め、インターネット模倣品対策） 

３．ASEAN各国における特許権権利化状況 

（１）各国法制度概要 

（２）各国における審査状況 

（３）早期権利化のポイント 

４．質疑応答                   ※最少催行人数に満たない場合。開催中止となる場合がございます。 

 

151849-0303 

 

～ 効果的な模倣対策から、早期権利化のポイントまで ～ 

企業研究会セミナールーム（東京：麹町） 

 

 

知的財産部門、法務部門、海外事業部門など関連部門のご担当者 

 

ASEAN諸国における知財実務 

 

IP FORWARDグループ総代表・CEO 

IP FORWARD法律特許事務所  

代表弁護士・弁理士 分部 悠介 氏 

 東京大学在学中司法試験合格、同大学経済学部卒業。同年（株）
電通入社。03年弁護士登録。同年長島・大野・常松法律事務所入
所。06年～09年経済産業省模倣品対策・通商室出向。09年渡中
後、模倣品対策専門調査会社、中国律師事務所での勤務を経て、
IP FORWARDグループを創設。現在、同グループを統括すると同時
に、多くの日本・欧米企業に対して、中国、知財に係る問題を中
心にサポートしている。 

1993 年上智大学理工学部電気電子工学科卒業。 同年国際電信電
話株式会社(現 KDDI)入社、2001年から 2014年 4月まで都内特許
事務所で同所副所長として勤務。電気通信の分野、特に、技術標
準関連案件について、計 1,200件の特許明細書を作成。新興国で
の現地代理人や審査官との人脈を多く持ち、現地代理人と組んで
ASEAN 諸国にて早期権利化を実現した経験や、インド弁護士の明
細書作成能力を判定した経験等を有する。 

IP FORWARD法律特許事務所 顧問 

フェリシテ特許業務法人  

代表・弁理士 伊藤 市太郎 氏 

 

■参加要領：申込書はＦＡＸ、または下記担当者宛 E-mailにてお送り下さい。当会ホームページからもお申込み頂けます。 
後日（開催日１週間～１０日前までに）受講票・請求書をお送り致します。 

※よくあるご質問（ＦＡＱ）は当会 HPにてご確認いただけます。（[TOP]→[公開セミナー]→[よくあるご質問]） 
※お申し込み後のキャンセルはお受けいたしかねますので、ご都合が悪くなった場合、代理出席をお願い致します。 
■お申込・お問合わせ先： 企業研究会 公開セミナー事業グループ 担当／川守田 E-mail:kawamorita@bri.or.jp 
 TEL：03-5215-3514 FAX：03-5215-0951  〒102‐0083 東京都千代田区麹町 5-7-2麹町 M-SQUARE 2Ｆ 
 

３４，５６０円（本体価格 ３２，０００円） ３７，８００円（本体価格 ３５，０００円） 

税込・資料代含 

ご参加頂きたい方 

 

mailto:kawamorita@bri.or.jp

